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１ 経営戦略の策定に当たって（経営戦略の策定の趣旨） 

 

 卸売市場は、全国的な傾向として、人口減少による食料消費の減少や消費者ニーズの

多様化、農林水産物の国内生産・流通構造の変化、流通の国際化等によって市場経由率

の低下に伴い、取引量が減少しています。その一方で、市場内外の業者や産地との連携、

コールドチェーン（低温流通体系）の確立による品質管理の徹底等により生産者や実需

者等のニーズに対応することが求められています。これらの課題に対応するためには、

経営の効率化を図っていくことが必要です。更に将来的には、市場運営の広域化や他の

卸売市場との統合等、再編も視野に入れる必要があります。また、多くの卸売市場で施

設の老朽化が進み、施設更新の必要性が高まっています。 

 このような状況を踏まえ、市民への安全・安心な生鮮食料品等の安定供給という卸売

市場としての役割を果たしつつ、地方公営企業として将来にわたって安定的に事業を継

続していくためには、中長期的な基本計画である「経営戦略」を策定し、計画的な経営

を行っていくことが重要となります。経営戦略の中心となる「投資・財政計画」は施設・

設備に関する投資の見通しを試算した「投資試算」と使用料収入や地方債などの財源の

見通しを試算した「財源試算」を構成要素とし、投資以外の経費も含めた上で、収入と

支出の均衡を図る必要があります。 

 なお、「経営戦略」については、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平

成 26 年 8 月 29 日付け総財公第 107 号・総財営第 73 号・総財準第 83 号 総務省自治

財政局公営企業課長、公営企業経営室長、準公営企業室長通知）に基づき、全ての公営

企業について令和２年度までの策定が求められています。 

 釧路市公設地方卸売市場（以下「当市場」という。）では、令和３年３月に令和３年

度から令和１２年度を対象期間とする経営戦略を策定し、令和８年３月に中間見直しに

よる改定を行いました。 
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２ 市場の概要 

(1) 事業の現況 

  ① 沿革等 

    戦後から高度経済成長期にかけては釧路市においても人口が増加し、生鮮食料

品の安定供給は市民生活の維持に欠かせないものでしたが、釧根地域の冷涼な気

候条件から青果物の生産量は極めて少なく、域外からの移入に依存している割合

が高い一方で、消費需要に対する荷引力が脆弱でした。このことから、釧路市の

みならず、釧根地域への青果物の安定供給と広域流通の効率化を図る観点から、

当時の卸売会社１社と、青果問屋３社を集約した新卸売会社１社の卸売業者２社

制で昭和４８年１２月に釧路市中央卸売市場として開場しました。以来、釧根地

域における拠点市場として、青果物・花きの安定的かつ効率的な供給に取り組ん

できました。平成１８年には地方卸売市場への転換により、市場外流通の増加や

多様化する消費者ニーズに対応する新たな市場システムの構築を図り、併せて直

営であった管理運営を、民間活力を活かす市場運営へと移行するため指定管理者

制度を導入しました。 

     

法 適 （ 全 部 適 用 ・ 一 部 

適 用 ） 非 適 用 の 区 分 
一部適用 

事 業 開 始 年 度 
昭和 48 年 

支 弁 職 員 数 1 人 市 場 種 別 区 分 地方卸売市場 

前 回 の 移 転 

又 は 再 整 備 年 度 
― 

次回再整備予定年度 
― 

広 域 化 実 施 状 況 ― 

民間活用の状況 

ア 民 間 委 託 ― 

イ 指定管理者制度 平成 18 年度から指定管理者制度を導入 

ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ ― 

 

ア．自家用電気工作物保安管理業務と統計システムソフト保守業務を民間業者 

に委託しています。 

  

イ．平成 18 年度より指定管理者制度を導入し、施設の維持管理や統計業務、各 

種申請の受理・承認業務の一部を委託し、人件費をはじめとした経費の圧縮

効果による施設使用料の減額を行ったことで市場内事業者の積極的な事業

展開が可能となりました。 
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  ② 施設の概要 

    当市場は、敷地面積６６，０００㎡を有しており、主要施設については次のと

おりです。 

    ア．卸売場      青果部３，９５１㎡  花き部５８３㎡ 

    イ．道内物卸売場（地場野菜売場）      １，３３２㎡ 

    ウ．仲卸売場     青果部１，４１４㎡  花き部７２㎡ 

    エ．関連事業者店舗  ７５０㎡ 

    オ．買荷保管積込所  １，８４３㎡ 

    カ．駐車場      １８，１７４㎡ 

    キ．冷蔵倉庫     ８３５㎡ 
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  ③ 使用料の形態 

    当市場の使用料は売上高割使用料と施設使用料の２種類があります。それぞれ 

の概要と考え方は次のとおりです。 

 

売 上 高 割 使 用 料 の 

概 要 ・ 考 え 方 

税抜き売上高の 1,000 分の 2.5 に 100 分の 110（消費税及 

び地方消費税に相当する額）を乗じて得た額と規定 

施 設 使 用 料 の 

概 要 ・ 考 え 方 
卸売場、関連事業者店舗など施設ごとに規定 

使 用 料 改 定 年 月 日 

（消費税のみの改定は含まない） 
平成 18 年 4 月 1 日 

  当市場の売上高割使用料は統括原価方式を基本として設定しているものですが、平 

成１８年に地方卸売市場へと転換を行った際に売上高割使用料と施設使用料ともに 

約４０％の手数料率引下げを行っています。 

 これは地方卸売市場への転換を機に取引規制が緩和されることに併せて市場内事 

業者が自らの民間活力を有効に発揮することができる環境を整えることを目的とし 

た使用料の改定でした。 

 

ア．売上高割使用料の概要 

釧路市公設地方卸売市場業務規程（以下「業務規程」という。）と釧路市公 

設地方卸売市場業務規程施行規則（以下「施行規則」という。）で定めており、

卸売業者市場使用料は、せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格の１，０

００分の２．５に相当する額に１００分の１１０（消費税及び地方消費税に相

当する額）を乗じて得た額、仲卸人市場使用料は、仲卸人が卸売業者以外の者

から買い入れた物品を販売した場合は、当該物品の販売金額（消費税及び地方

消費税の額に相当する額を除く。）の１，０００分の２．５に相当する額に１０

０分の１１０（消費税及び地方消費税に相当する額）を乗じて得た額と規定し

ています。 

 

イ．施設使用料の概要 

 業務規程と施行規則で定めており、施設使用料については１平方メートルに

つき、卸売場は月額１８０円、道内物卸売場は月額１１０円、仲卸人売場は月

額１，２００円、関連事業者店舗は月額４５０円、事務室は月額６５０円、福

利厚生施設は月額５３０円、空地は月額３０円、冷蔵倉庫使用料月額１，４０
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０，０００円と規定しています。 

 

    ④ 組織 

当市場では、平成１８年度から管理運営について指定管理者制度を導入し 

ています。これに伴い、所管は釧路市産業振興部商業労政課の担当職員１名 

で対応しています。 
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(2) 現在の経営状況 

 当市場は、昭和４８年１２月に釧路市中央卸売市場として開場し、釧根地域におけ 

る青果物等の拠点市場として、青果物・花きの安定的かつ効率的な供給に取り組んで 

参りました。しかしながら、年間取扱数量は大型量販店の進出による市場外流通の増 

加や人口減少、釧路港の水揚げ量減少に伴う船舶関連需要の減少などにより、昭和６ 

２年を境に減少傾向に転じ、令和７年現在は３万トン台で推移しています。    

平成１８年４月には地方卸売市場への転換を行い、規制緩和と使用料負担の軽減を図

ることで市場内事業者の積極的な経営活動を下支えし、市場の活性化を図ってきたと

ころです。 

 このような状況のなかで、当市場は、昭和４８年に竣工した施設であるため、老朽 

化による施設の修繕経費が嵩んでいます。こうした中、当市場では年間取扱高は漸減

しているものの、年間税込売上高は単価高の影響等により増加傾向にあり、経常収支

比率は１０５％以上で推移しているものの、経費回収率は低下傾向にあります。なお、

新型コロナウイルス感染症の影響については、社会全体に広く及んだ事象の一つとし

て当市場にも一定の影響が見られたところです。 

 

 

 

 

 

年間取扱高 

（t） 

年度 
野菜 果実 水産物 肉類・鳥 

類・卵類 

花き 合計 

R02 25,859 9,737   6,682 42,278 

R03 23,908 9,315   6,036 39,259 

R04 22,181 8,784 - - 5,274 36,239 

R05 22,377 7,831 - - 5,449 35,657 

R06 20,559 6,883 - - 5,058 32,500 

年間税込 

売上高 

（百万円） 

年度 
野菜 果実 水産物 肉類・鳥 

類・卵類 

花き 合計 

R02 6,150 3,623   541 10,314 

R03 5,974 4,177   550 10,701 

R04 5,985 4,032 - - 544 10,561 

R05 6,270 4,005 - - 568 10,843 

R06 6,450 4,087 - - 567 11,104 
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年度 
経常収支

比率 

経費回収率 他会計補助金率 有形固定資産 

減価償却率 

企業債残高対 

料金収入比率 

R02 136.2% 48.5% 12.4% 70.1% 435.1% 

R03 115.9% 77.7% 17.3% 72.3% 432.1% 

R04 115.3% 75.9% 19.0% 74.2% 460.4% 

R05 110.2% 71.3% 19.8% 76.2% 802.1% 

R06 105.5% 70.9% 15.5％ 59.4％ 1606.0％ 
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３ 経営の基本方針等 

 

(1) 市場を取り巻く環境等 

 少子高齢化の進展による社会構造の変化や人口減少の進展、小売形態の急激な変化、 

市場外流通の拡大による市場経由率の低下、消費の減退と価格の低迷等、市場を取り 

巻く環境は厳しい状況が続いています。その一方で、市民への安心・安全な生鮮食料 

品の安定供給という市場が従来から持ち合わせている機能に加え、加工や配送等の役 

割も流通の一環として担うようになっており、近年注目される食品の安全等を確保す 

るためには欠かせない重要な施設となっています。 

 

(2) 施設の管理方針 

 当市場は昭和４８年に竣工した建物であり、建設から約５０年を迎えております。 

このようななか、平成２７年から平成２９年にかけて実施した耐震改修等工事により、 

中央棟については今後１５年間は大規模地震に耐えられる見込みであることから、引 

き続き計画的な維持補修に努めることとします。また、関連事業者店舗棟については 

関連事業者は必要な市場機能の一部であるという共通認識のもと約５０年が経過し、 

老朽化が進んだ建物や設備の維持補修を必要な範囲において行い、関連事業者以外に 

も店舗を貸し出すなど空きスペースの活用方法を検討して参ります。花き棟について 

は築約５0 年の地場野菜売場部分と平成１１年に増改築を行った卸売場・仲卸売場が 

あります。また、令和 7 年 3 月には冷蔵倉庫の建設を行っております。いずれも計画 

的な維持補修を行うことで現状の機能の維持を図ります。 

 全体を通しては段階的に照明器具の LED 化や高圧機器更新、暖房機器更新を進め 

るなどの施設改修を通して維持管理コストの削減を図り、市場内事業者の経費負担軽 

減を進めて参ります。 

 一方で、将来的には廃業等に伴う市場内事業者の減少は避けられない状況であり、 

事業者数が減ることによって場内清掃費用をはじめとする共通経費の負担割合が増 

加することになるため、共通経費の考え方について市場内事業者や指定管理者と協議 

を行う必要があります。 

また、当市場は災害時における生鮮食料品等の安定供給という基幹インフラとして 

の卸売市場機能を維持するだけでなく、北海道胆振東部地震におけるブラックアウ

トを教訓に、停電への対策として小型非常用電源設備の整備を令和元年及び令和２

年に行っております。今後は、市場全体を賄うことができる大型非常用電源設備の整
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備を検討して参ります。 

 

(3) 経営の基本方針 

①公設民営による効果的な施設整備と市場の活性化 

当市場のあり方については、公設民営を維持しながら、市場施設の整備と民間活力 

による市場の活性化を念頭において、市場を取り巻く課題に対応していくことが必要 

です。 

 

②市民への安全・安心な生鮮食品等の安定供給 

 当市場では予冷機能の強化により商品の付加価値化を推進し、更なる販路の拡大と 

物流拠点としての機能向上を図るため冷蔵倉庫の建設を行ったところです。 

 

③市場事業会計の健全性の確保 

市場運営を行うには市場事業会計の健全性の確保が最優先となります。その中で 

使用料のあり方については受益者である市場内事業者の意欲と、市場機能の確保とい 

う両面を維持するにあたり最も効果的な形について議論を深めていくこととします。 

 

④市場施設の管理運営と設備投資 

市場施設の管理運営については、施設の老朽化を踏まえた効率的かつ効果的な管

理運営という視点をもって管理方法のあり方について検討を進めていきます。   

市場施設の整備に係る投資は、多様化する消費者ニーズを把握し、生産者が安心し

て出荷できる体制を強化することで青果物の安定供給を図り、市場内事業者の経営

を持続可能とするものに重点を置くことで市場事業会計の収益を確保しつつ、市場

流通の効率化を見据えた情報通信技術活用の可能性を探って参ります。老朽改修に

ついては計画的な修繕に努め、現有の施設設備の活用を図って参ります。 
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４ 将来の事業環境 

(1) 年間取扱高の見通し 

策定時は、過去５年間の平均から少子高齢化の進展による社会構造の変化、人口減

少の進展などによる漸減を見込んでおりましたが、昨今の急激な人口減少により大き

く下回る状況で推移しており、今後においても同様の減少が見込まれます。 

圏域内人口の減少が見込まれるなか、官民連携した釧根地域の地場産品のブランド

化の推進や、必要な設備投資による市場機能の維持を図り市場外転送を強化すること

で、地場産品の産地育成を促し生産者が安心して市場に出荷できる体制づくりを支援

して参ります。 

また、主力商品の産地に対しては、安定した出荷量の確保のため、多角的な支援を

行って参ります。 

 

 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

年間取扱高の見通し

野菜 果実 花き 野菜・果実・花き（策定時）
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(2) 使用料収入の見通し 

  策定時の売上高割使用料については、年間取扱高の減少に伴い、漸減すると見込ん

でおりました。近年は物価高騰の影響等により年間取扱高は減少しているものの、年

間売上高は増加傾向にあります。しかしながら、今後については年間取扱高の減少に

伴う売上高割使用料の減少傾向が続くものと見込まれます。(1)年間取扱高の見通し

で記載のとおり取扱高の確保のための支援を行うことで、現状の売上高割使用料収入

水準の増加を目指します。また、施設使用料については、変動要素が少ないため、令

和 7 年度の冷蔵倉庫の新設による増加後、現状維持を見込みます。 

 

         

0
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20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

使用料収入の見通し

面積割 売上高割 面積割・売上高割（策定時）
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５ 投資・財政計画（収支計画） 

 

(1) 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

 ① 投資・財政計画（収支計画）のポイント 

  ア．収益的収支 

令和７年度の冷蔵倉庫稼働後には減価償却費が上昇し、令和８年度からは雨水

管汚水管等改修工事に係る減価償却が開始することで当年度純利益を圧迫しま

すが、令和８年度には市場中央棟や関連事業者店舗棟などの主要な建物の減価償

却が終了すること及び冷蔵倉庫使用料による増収により、収支は改善する見込み

です。 

 また、雨水管汚水管等改修工事に係る減価償却が令和８年度から開始予定です。 

 

イ．資本的収支 

   令和２年度に着手し、令和７年度に完了した市場敷地の雨水管汚水管と舗装

の改修工事に係る費用は企業債を活用いたしました。また、冷蔵倉庫の建設費用

についても国の補助金を受けつつ、企業債を活用いたしました。資本的収支の不

足額については、収益的収支の黒字額等からなる補填財源で賄う計画としてい

ます。 

 

 ② 収支計画のうち投資についての説明 

   今後、計画期間終了まで大規模な設備投資は予定しておりませんが、雨水管汚

水管等改修工事と冷蔵倉庫建設に係る企業債の償還金が発生することから資本

的支出は高額となる見込みです。 

 

③ 収支計画のうち財源についての説明 

  独立採算制の原則に則り、引き続き自主財源と総務省の繰出基準に基づく一

般会計繰入金による経営を維持するとともに、健全な経営に努めます。また、計

画期間内における財源の概要は次のとおりです。 

 

ア．使用料収入 

 売上高割使用料収入は、近年の物価高騰の影響により減少すると見込まれま

す。また、冷蔵倉庫の導入により、販路の拡大や付加価値化が進むことを想定し、
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一定程度増加すると見込んでいます。施設使用料収入は令和７年度から冷蔵倉

庫使用料分が増額したものの、その他は変動要素が少ないことから同水準を維

持するものと見込んでいます。 

 

イ．企業債 

 現在のところ、令和 8 年度以降に大規模な設備投資は予定しておりませんが、

照明器具の LED 化や高圧機器の更新を予定しているため、新たな企業債の借り

入れを想定しております。 

 

ウ．繰入金 

 総務省の繰出基準に基づく金額のみの繰入れを見込んでいます。今後も独立採 

算制の原則に沿って、繰出基準に基づく金額のみを一般会計から繰り入れて事業 

を運営していく予定です。 

 

  ④ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

    最小の費用で最大のサービスを提供することにより公共の福祉の増進に資す

る地方公営企業の本旨に立ち返り、更なる経費節減を図ります。計画期間におけ

る投資以外の経費は次のとおりです。 

 

 ア．職員給与費 

  当市場の支弁職員は平成１８年度以降１名体制をとっており、今後もこの状況 

を継続するものとして見込んでいます。 

 

イ．その他の営業費用 

 主なものとしては指定管理者への指定管理費と施設補修費を計上しており、真 

に必要な経費を精査のうえ、経費の節減に努めるとともに、老朽化の進む施設の 

改修を計画的に行うための費用を見込んでいます。 

 

ウ．支払利息 

 計画期間内における起債に伴う支払利息を計上しています。 
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(2) 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組みや今後検討予定の取組みの概要 

  ① 投資についての検討状況等 

   策定時に計画していた、雨水管汚水管等の改修及び冷蔵倉庫の建設については、

工事が終了したため、今後 5 年間における新たな大規模投資計画はありません。 

 

② 財源についての検討状況等 

 冷蔵倉庫の建設に伴う施設使用料については、建設に要した費用を耐用年数で割

り返した額を基本に利用者と協議を行い、設定しました。 

 

③ 投資以外の経費についての検討状況等 

 引き続き指定管理者制度等の民間活力の積極的な活用を検討し、経費節減に努め 

ます。 

 

６ 公営企業として実施する必要性など 

 

釧根地域における公設市場は当市場以外になく、食品流通の中で果たしてきた集荷・

分荷、価格形成、代金決済などの調整機能は大変重要であり、食品流通のみならず地域

経済にも貢献していることから、当面は公営企業の形態で事業を継続しながら、今後の

あり方を検討して参ります。 

 

７ 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

 

 毎年度、経営戦略と実績値の比較を行い、３年から５年を目処に適切な事後検証を行

うほか、投資・財政計画と実績に大幅な乖離が生じた場合には随時、見直しを行います。 

 また、その他に経営に影響を及ぼす法令等の改正や、社会情勢、企業情勢の変化など、

市場事業を取り巻く状況に変化がある場合には随時更新を行い、より効率的な投資・財

政計画となるよう随時見直しを進めます。 



様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画

（単位：千円，％）

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 61,605 62,417 61,763 60,612 61,040 60,791 75,915 76,564 74,310 73,263 72,265 71,313
(1) 23,673 24,648 24,322 24,001 24,643 25,236 24,450 24,450 22,196 21,149 20,151 19,199
(2) 37,932 37,769 37,441 36,611 36,397 35,555 51,465 52,114 52,114 52,114 52,114 52,114
(3) (B)
(4)

２． 34,828 79,012 30,312 31,452 33,273 29,665 53,982 46,152 45,894 45,839 45,555 45,357
(1) 15,479 12,890 13,744 15,131 16,950 13,285 22,226 20,266 20,008 19,953 19,669 19,471

15,479 12,890 13,744 15,131 16,950 13,285 22,226 20,266 20,008 19,953 19,669 19,471

(2) 18,999 17,664 16,557 16,307 16,307 16,307 31,741 25,836 25,836 25,836 25,836 25,836
(3) 350 48,458 11 14 16 73 15 50 50 50 50 50

(C) 96,433 141,429 92,075 92,064 94,313 90,456 129,897 122,716 120,204 119,102 117,820 116,670
１． 114,723 98,154 78,131 78,469 83,380 73,645 108,827 94,013 94,107 94,201 94,297 94,393
(1) 4,786 4,419 4,551 4,224 4,522 5,572 9,020 9,370 9,464 9,559 9,654 9,751

4,786 4,419 4,551 4,224 4,522 5,124 8,376 8,689 8,776 8,864 8,952 9,042

448 644 681 688 695 702 709
(2) 69,225 54,359 37,135 41,589 46,202 35,418 43,112 40,593 40,593 40,592 40,593 40,592

394 1,241 195 506 427 215 544 544 544 544 544 544
37,022 39,536 28,598 27,483 27,438 29,708 29,246 30,155 30,155 30,155 30,155 30,155
30,454 12,411 6,980 11,511 16,092 3,040 10,400 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290
1,355 1,171 1,362 2,089 2,245 2,455 2,922 2,604 2,604 2,603 2,604 2,603

(3) 40,712 39,376 36,445 32,656 32,656 32,655 56,695 44,050 44,050 44,050 44,050 44,050
２． 1,286 5,701 1,312 1,346 2,242 12,117 17,137 14,616 13,212 13,067 12,506 12,077
(1) 289 267 286 316 746 2,017 13,174 10,556 9,985 9,817 9,192 8,739
(2) 997 5,434 1,026 1,030 1,496 10,100 3,963 4,060 3,227 3,250 3,314 3,338

(D) 116,009 103,855 79,443 79,815 85,622 85,762 125,964 108,629 107,319 107,268 106,803 106,470
(E) △ 19,576 37,574 12,632 12,249 8,691 4,694 3,933 14,087 12,885 11,834 11,017 10,200
(F)
(G)
(H)

△ 19,576 37,574 12,632 12,249 8,691 4,694 3,933 14,087 12,885 11,834 11,017 10,200
(I) 24,434 42,433 55,066 67,314 76,006 80,699 84,632 98,719 111,604 123,438 134,455 144,655
(J) 244,831 264,797 274,869 276,864 296,377 339,191 330,383 328,026 324,852 319,003 312,272 303,807

5,468 1,985 2,148 4,509 29,809 141,599
(K) 68,355 45,817 40,634 43,384 50,762 81,520 83,855 85,791 86,317 87,727 88,294 88,645

22,063 22,085 22,107 24,967 32,584 67,342 69,391 71,290 71,809 73,212 73,772 74,116

27,727 5,158 66 119 31 152
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 61,605 62,417 61,763 60,612 61,040 60,791 75,915 76,564 74,310 73,263 72,265 71,313

(N)

(O)

(P)

経 常 損 益

う ち 一 時 借 入 金

収

益

的

支

出

需 用 費
委 託 料

(F)-(G)

(C)-(D)

減 価 償 却 費

う ち 建 設 改 良 費 分

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

支 出 計

累 積 欠 損 金 比 率 （

そ の 他

(（L）/（M）×100)

そ の 他 補 助 金

(A)-(B)

営 業 外 費 用

収 入 計

(E)+(H)

特 別 利 益

2027年度
（令和9年度）

2023年度
（令和5年度）
決算ベース

2025年度
（令和7年度）
予算ベース

2026年度
（令和8年度）

2022年度
（令和4年度）
決算ベース

2029年度
（令和11年度）

2030年度
（令和12年度）

2028年度
（令和10年度）

2024年度
（令和6年度）
決算ベース

受 託 工 事 収 益
そ の 他

そ の 他

補 助 金

2021年度
（令和3年度）
決算ベース

長 期 前 受 金 戻 入

売 上 高 割 使 用 料
施 設 使 用 料

2019年度
（令和元年度）
決算ベース

2020年度
（令和2年度）
決算ベース

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

）

う ち 未 収 金

収

益

的

収

支

う ち 未 払 金

特 別 損 益

営 業 収 益

営 業 外 収 益

職 員 給 与 費

経 費

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

流 動 資 産

×100

流 動 負 債

収

益

的

収

入

そ の 他

支 払 利 息
そ の 他

営 業 費 用

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

他 会 計 補 助 金

特 別 損 失

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ）

基 本 給
退 職 給 付 費

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

施 設 補 修 費



様式第2号（法適用企業・資本的収支）

投資・財政計画

（単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分

１． 21,300 17,400 34,300 235,500 519,300 50,000 15,000 7,000

２．

３． 11,020 11,031 11,042 11,053 12,483 16,292 33,671 34,695 35,645 35,904 36,606 36,886

４．

５．

６． 3,726 94,307

７． 1,750

８．

９．

(A) 11,020 32,331 28,442 45,353 253,459 629,899 83,671 34,695 50,645 35,904 43,606 36,886

(B)

(C) 11,020 32,331 28,442 45,353 253,459 629,899 83,671 34,695 50,645 35,904 43,606 36,886

１． 29,732 25,960 54,712 257,157 632,766 59,742 15,000 7,000

8,392 8,468 16,936 17,778 19,076 9,741

２． 22,041 22,063 22,085 22,107 24,967 32,584 67,342 69,391 71,290 71,809 73,212 73,772

３．

４．

５．

(D) 22,041 51,795 48,045 76,819 282,124 665,350 127,084 69,391 86,290 71,809 80,212 73,772

(E) 11,021 19,464 19,603 31,466 28,665 35,451 43,413 34,696 35,645 35,905 36,606 36,886

１．

２．

３．

４． 209,895 260,873 275,945 289,913 306,864 356,766 355,634 344,523 342,291 336,695 330,658 322,467

(F) 209,895 260,873 275,945 289,913 306,864 356,766 355,634 344,523 342,291 336,695 330,658 322,467

△ 198,874 △ 241,409 △ 256,342 △ 258,447 △ 278,199 △ 321,315 △ 312,221 △ 309,827 △ 306,646 △ 300,790 △ 294,052 △ 285,581

(G)

(H) 272,340 271,576 266,891 279,083 489,616 976,332 958,990 889,599 833,309 761,500 695,288 621,516

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分

15,479 12,890 13,744 15,131 16,950 13,285 22,226 20,266 20,008 19,953 19,669 19,471

15,479 12,890 13,744 15,131 16,950 13,285 22,226 20,266 20,008 19,953 19,669 19,471

11,020 11,031 11,042 11,053 12,483 16,292 33,671 34,695 35,645 35,904 36,606 36,886

11,020 11,031 11,042 11,053 12,483 16,292 33,671 34,695 35,645 35,904 36,606 36,886

26,499 23,921 24,786 26,184 29,433 29,577 55,897 54,961 55,653 55,857 56,275 56,357

2030年度
（令和12年度）

2025年度
（令和7年度）
予算ベース

2026年度
（令和8年度）

2027年度
（令和9年度）

2028年度
（令和10年度）

損 益 勘 定 留 保 資 金

2029年度
（令和11年度）

2024年度
（令和6年度）
決算ベース

2020年度
（令和2年度）
決算ベース

2023年度
（令和5年度）
決算ベース

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

合 計

(A)-(B)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

う ち 基 準 外 繰 入 金

収 益 的 収 支 分

補 塡 財 源 不 足 額

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

2021年度
（令和3年度）
決算ベース

2022年度
（令和4年度）
決算ベース

う ち 基 準 内 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

2024年度
（令和6年度）
決算ベース

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出

 

資

本

的

収

支

(E)-(F)

企 業 債 償 還 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

計

2023年度
（令和5年度）
決算ベース

2030年度
（令和12年度）

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

計

計

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

他 会 計 負 担 金

建 設 改 良 費

う ち 資 本 費 平 準 化 債

2025年度
（令和7年度）
予算ベース

2029年度
（令和11年度）

2021年度
（令和3年度）
決算ベース

2022年度
（令和4年度）
決算ベース

2026年度
（令和8年度）

2027年度
（令和9年度）

2028年度
（令和10年度）

2019年度
（令和元年度）
決算ベース

2020年度
（令和2年度）
決算ベース

2019年度
（令和元年度）
決算ベース

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

純 計

他 会 計 補 助 金
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